
2016年度 愛媛障害フォーラム 障害者差別解消にむけた研修会    
―かがやく愛顔を未来に！― 知っていますか！？障害者差別解消法・条例 

 ２０１６年 4 月 1 日から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）が施

行され、愛媛県でも、紛争解決の仕組みを取り入れた、障害者差別解消条例が施行されました。今後は、県

内における様々な場面（公的機関・商店街・職場・学校現場・障害・高齢・児童福祉等）で差別解消の実務

に取り組むことになります。法律に先立ち進めている先進県にならい、具体的な取り組みについて学び、そ

れぞれのお立場からの差別解消の啓発と、実践力につながる研修会を目的に開催いたします。 

１． 日時： 2016年 8月 20 日（土） 13:00～17:00  （開場 12：30から） 

２． 会場： 松山市民会館 小ホール （愛媛県松山市堀之内 ＴＥＬ089-931-8181） 

           ※ホール駐車場には限りがございます。公共交通機関をご利用ください。 

３．  主催： 愛媛障害フォーラム 

４,   プログラム（予定） 

時間 内容 

１２：３０～１３：００ 開場 

１３：００～１３：１０ 開会あいさつ 

１３：１０～１４：００ 

基調講演①（５０分） 

基調講演① 国内の障害者差別解消に向けた取り組みについて（仮名） 

    講師  佐藤 聡 氏（ＤＰＩ日本会議事務局長・内閣府障害者政策委員会委員） 

１４：００～１４：１０ 休憩 

１４：１０～１５：００ 

基調講演②（５０分） 

基調講演② 熊本県から学ぼう！！差別解消の具体的な取り組み（仮名） 

  講師：高橋 知里氏（熊本県子ども・障がい福祉局 障がい者支援課 主幹） 

：渋谷 安紀子氏（熊本県広域専門相談員） 

１５：００～１５：２０ 休憩 

１５：２０～１６：５５ 

シンポジウム（９５分） 

 

テーマ 障害者差別解消の方向性と、私たちにできること（仮名） 

コーディネーター：井谷重人氏（愛媛障害フォーラム副代表・自立生活センター星空代表） 

コメンテーター ：佐藤聡氏（ＤＰＩ日本会議事務局長・内閣府障害者政策委員会委員） 

・シンポジスト  ：高橋知里氏（熊本県子ども・障がい福祉局 障がい者支援課 主幹） 

：渋谷 安紀子氏（熊本県広域専門相談員） 

          ：愛媛県庁関係者（予定）  

          ：愛媛障害フォーラム顧問 

１６：５５～１７：００ 閉会あいさつ 

５．  参加対象者：障害当事者・行政・相談支援・サービス事業所・地域包括等・関心のある方すべて。 

６．  定員： １５０名（当日参加も可能ですが準備のため事前申込をお願いいたします。） 

７・  参加費 ： 資料代１００円 

８．  申込期限： ２０１６年８月１７日（水） 

９．  後援（調整中）：愛媛県、松山市、愛媛県社会福祉協議会、松山市社会福祉協議会 他 

１１． 必要な配慮：手話通訳者・要約筆記者の派遣を受けられますよう調整しております。 

            その他必要な合理的配慮が必要な方は下記事務局に事前にご相談ください。 

１０． 研修内容、申込に関するお問い合わせ先 

愛媛障害フォーラム事務局   TEL ０８９‐９３１‐５０７７  FAX ０８９‐９６１‐１１３７ 

      〒７９０－０８１２ 愛媛県松山市松前町２丁目８－２ フェリス７０５号 

     Email：ehime.edf.jp@gmail.com     (担当  武田) 


